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ベンチャーファンド市場の健全な発展に向けた上場審査基準等の整備に係る 

有価証券上場規程等の一部改正について 

 

２０２２年１２月２３日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 改正趣旨 

当取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行い、本年１２月２６日から施行します（詳

細については規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、ベンチャーファンド市場の利用活性化が期待される中で、同市場の健全な

発展に資する観点から、上場審査における資産運用の健全性確保及び投資者に提供すべき情

報の拡充等について、所要の制度整備を行うものです。 

 

Ⅱ 改正概要 （備  考） 

１．上場審査における資産運用の健全性確保  

・ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及びベンチャ

ーファンド資産運用会社（以下「新規ベンチャーファンド上場申請

者」といいます。）が、資産の運用等を健全に行うことができる状況

にあるか、以下の①から④に掲げる観点から検討することにより上

場審査を行うこととします。 

① 新規ベンチャーファンド上場申請者が資産の運用等にあたって、

新規上場申請銘柄の投資主の利益を害することがないよう、適切

な体制を整備していること 

② 新規ベンチャーファンド上場申請者が、スポンサーの企業グルー

プとの間で、取引行為その他の資産の運用等を通じて不当に利益

を供与又は享受していないと認められること 

③ 新規ベンチャーファンド上場申請者が資産の運用等を有効に行う

ため、その内部管理体制が、相応に整備され、適切に運用されて

いる状況にあると認められること 

④ 新規ベンチャーファンド上場申請者が資産の運用等にあたって、

法令等を遵守するための有効な体制が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること 

・有価証券上場規程

（以下「規程」とい

う。）第１３０６条

第１項第３号、上場

審査等に関するガ

イドラインⅩⅤ４． 

  

２．投資者に提供すべき情報の拡充  

・ 新規ベンチャーファンド上場申請者は、上場申請時において、当取

引所所定の「ベンチャーファンドに係る運用体制、商品特性、未公

・規程第１３０４条第

２項、同第１３１２
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開株等の評価方法等に関する報告書」（以下「運用体制等に関する報

告書」といいます。）を提出するものとします。 

・ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及

びベンチャーファンド資産運用会社（以下「上場ベンチャーファン

ド発行者等」といいます。）は、運用体制等に関する報告書の記載内

容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するも

のとします。 

・ 運用体制等に関する報告書の変更の内容が、投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める事項に関するもので

あるときには、組織再編等に起因して運用体制等に関する報告書の

内容に変更が生じた場合を除き、当該変更が生じた日の属する営業

期間の末日の翌日から起算して３か月以内に、変更後の報告書の提

出を行うことができるものとします。 

条第８項、同条第９

項、有価証券上場規

程施行規則（以下

「施行規則」とい

う。）第１３２６条

第５項、同条第６項 

  

３．ベンチャーファンド資産運用会社に関する上場廃止基準の明確化  

・ ベンチャーファンド資産運用会社が、組織再編等の結果、上場ベン

チャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運

用に係る業務の運営体制の実質的な存続性を喪失する場合につい

て、一定期間内に新規上場審査基準に準じた基準に適合しないとき

には、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止します。 

・ ただし、組織再編等によって、上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社が行っていた業務が他の上場ベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社に引き継がれる

場合には、上場廃止及び新規上場審査基準に準じた基準への適合性

審査の対象としないこととします。 

・規程第１３１８条第

１項第２号ｄ及び

ｅ、施行規則第１３

２９条第４項 

  

４．新規上場審査基準に準じた基準への適合性審査に係る手続き等の整

備 

 

・ 新規上場審査基準に準じた基準への適合性審査は、上場ベンチャー

ファンド発行者等からの申請に基づき実施することとします。 

・ 新規上場審査基準に準じた基準への適合性審査に係る料金は、１０

０万円とします。 

・施行規則第１３２９

条第５項、同第１３

３３条第１項第２

号の２ 

  

５．その他  

・ その他、利益を超えた金銭の分配をできるように見直すなど、所要

の改正を行います。 
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Ⅲ 施行日 

・ 本年１２月２６日から施行します。 

 

以 上 


